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はじめに 
 

 加東市は、総合計画の基本構想において「山よし！技よし！文化よし！夢がきらめく☆元

気なまち 加東 ～みんなが主役！絆で結ばれた 笑顔あふれる しあわせ実感都市～」をまち

の将来像として掲げ、これまでから様々な施策に取り組みながら、財政基盤の強化と行政経

費の節減を進めてきました。 

令和２年国勢調査においては、比較的高い出生率と転入超過により人口は維持しています

が、若年層の流出と高齢化の進行は全国的な傾向と同様に進行しているため、今後はいかに

して人口減少を抑制していくかが重要となります。 

また、物価高騰など、喫緊の課題にも対応しつつ、人や企業から選ばれるまちとしての活

力を維持・発展させていく必要があります。 

このような中、市税収入をはじめとする歳入の予測及び各種計画と連携した歳出の見通し

を中長期的な視点から示し、計画的な財政運営を推進するために、毎年、財政計画を策定し

ています。 

なお、地方財政計画等における地方財政措置（税制改正、交付税措置、地方債計画等）に

ついては、毎年度見直され、経済情勢によっても収支見込みに大きな乖離を生じることがあ

ることから、算定の前提条件等については、毎年度、適切な条件での算定に努めています。 

今回策定しました財政計画については、令和７年度から令和 16 年度までの 10 年間の財政

見通しを普通会計の一般財源ベースで推計したものです。 

 

  

一般財源 

一般財源とは、使途が特定されておらず、地方自治体が自らの裁量で使用できる財

源で、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税が一般財源にあたります。

このうち、地方税は自らの自治体で調達する自主財源ですが、地方譲与税、地方特例

交付金、地方交付税は国から交付される依存財源となります。一般財源に対して、使

途が特定されている財源を特定財源といい、国や県の影響力が強い国・県補助金、地

方債、使用料などがそれにあたります。 
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Ⅰ 財政見通し 
  

 景気は緩やかに回復しており、今後は雇用・所得環境の改善などがその回復を支える

ことが期待されています。 

本市においては、歳入では、新産業団地の操業により固定資産税の増額を見込む一

方、市民税については人口減少に伴い、減少傾向が続くことが予想されます。 

歳出は、物価の高騰の影響による経費の増加も見込まれる中、デジタル社会への対応

や持続可能なまちづくりを進めていかなければなりません。 

  こうした課題を踏まえ、中長期的な視点で歳入歳出や健全化判断比率のシミュレーシ

ョンを行い、必要な事業を計画的に進めながら、財政の健全性を維持するよう努めてい

く必要があります。 

■歳入・歳出の推移 
（単位：百万円）

 
   ※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

  収支予測は、歳入では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などの減少がある

ものの、令和 11 年度に見込んでいる市有財産の売却収入を除くと、ピークは令和９年

度の 169 億 200 万円と見込み、令和 16 年度には 153 億 5,000 万円まで減少すると試算

しています。 

歳出についても、歳入と同様、令和 11 年度を除くと令和９年度をピークに、減少に

転じると試算しています。 
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■歳入歳出差引額の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

 

参考（基金の繰入れを行わない場合の歳入歳出差引額） 
（単位：百万円）

 
       ※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額 

※ 投資的経費充当特定目的基金は、公共施設等整備基金及び地域振興基金を充当 
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Ⅱ 歳 入 

 
１ 市税 

   平成 18 年度において約 71 億円あった市税は、令和６年度決算では 67 億 7,900 万

円となりました。市民税については景気の回復を見込むものの、人口減少の影響によ

り減少傾向にありますが、固定資産税については産業団地の操業開始により増加する

と見込み、令和 16 年度は 71 億 1,900 万円と推計しています。 

   

■市税の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

   令和７年度以降の市税収入は、次のとおり算定しました。 

   (1) 個人市民税については、将来推計人口を考慮して算定しました。法人市民税に

ついては、令和５年度と令和６年度の決算額を基準に算定しました。 

   (2) 固定資産税及び都市計画税については、３年ごとの評価替えによる影響等を考

慮して算定しました。 

   (3) 軽自動車税については、令和５年度と令和６年度の決算額を基準に算定しまし

た。 

   (4) たばこ税については、令和５年度と令和６年度の決算額を基準に、税率改正や

販売数量の減を見込んで算定しました。  
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２ 地方交付税 
   地方交付税は、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の水

準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国から一定の基準によって配分される

財源です。 

 

 

 

 

 

   

 

 令和７年度は、法人市民税の減などにより基準財政収入額は減りましたが、地方公

務員の給与改定に要する経費やスクールバスに要する経費の増など、基準財政需要額

が増となったことにより、普通交付税が増となり、実質的な地方交付税の総額は、前

年度と比較して5,000万円の増を見込んでいます。 

 

■地方交付税の推移 
（単位：百万円）

     
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

普通交付税の額の算定方法は下式のとおりです。 

普通交付税額 ＝（ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ）＝ 財源不足額 

・基準財政需要額 

＝単位費用（法定）×測定単位（国調人口等）×補正係数（事業費補正等） 

・基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（75％） 
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   令和８年度以降の地方交付税は、次のとおり算定しました。 

(1) 普通交付税 

     基準財政需要額のうち、公債費は、既借入分の償還予定額と、新たな事業での

借入分の償還見込み額の合計から今後の需要額を試算し、その他の需要額は、一

定水準が確保されることを見込んでいます。基準財政収入額は、令和７年度算定

額を基準とし、地方税などの推移を考慮して試算しました。 

(2) 特別交付税 

     普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要に対する財源不足額が交付さ

れ、近年の交付実績を踏まえ試算しました。 

(3) 臨時財政対策債 

     実質的に地方交付税の代替財源となるもので、令和 7 年度は制度創設以来、初

めて新規発行額が生じなかったため、後年度も発行額が生じない試算としまし

た。 

 

 
  

 

 

 

 

 

３ 地方譲与税・税交付金等 
   地方譲与税・税交付金は、国が徴収する特定の税を一定の基準により地方公共団体

に交付されるものです。配当割交付金や地方消費税交付金などについては、景気の回

復や物価高騰に伴い、ゆるやかに上昇すると試算しています。 

その他の交付金等は、現時点での予測が困難であることから、各年度ほぼ同額と試

算しています。 

 

■地方譲与税・税交付金等の推移 
（単位：百万円）

  
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

  

臨時財政対策債 

臨時財政対策債とは、地方交付税の財源不足を補うために国と地方が折半して負担し、そ

の地方負担分として発行する赤字債（地方財政法第５条の特例として、建設事業等の投資的

経費以外の経費にも充当できる。）で、元利償還に必要な額は、後年度の交付税の基準財政

需要額に算入されます。 
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４ その他の収入 
物価高騰対策のための臨時交付金は令和７年度までと見込み、ふるさと納税に

ついては５億円を維持するものと試算しています。また、令和 10 年度及び 11 年

度については、旧小学校跡地の売却収入を見込んでいます。 

 

■その他の収入の推移 
（単位：百万円）

  
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。  
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Ⅲ 歳 出 

 
１ 義務的経費 

   地方自治体の歳出のうち、人件費、扶助費、公債費など任意では削減できない義務

的経費については、令和 10 年度までは増加傾向ですが、令和 11 年度から減少に転じ、

令和 16 年度には 62 億 4,100 万円になると推計しています。 

  ※この義務的経費の割合が低いほど財政の弾力性があり、割合が高くなると財政の硬

直度は高まるとされています。 

 

■義務的経費の推移 
（単位：百万円）

  
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 
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① 人件費 

    職員数については、定員適正化計画に基づき職員の採用を実施しており、高度化、

多様化する住民ニーズへの対応や、様々な行政運営を円滑に進行するため、計画的

に職員を確保していく必要があります。 

 人件費については、毎年度の採用者数と退職者数から、職員の平均年齢が下がるこ

とが見込まれるため、令和 16 年度には 31 億 5,500 万円と推計しています。 
 

② 扶助費 

    社会保障制度の一環として福祉サービスの提供に直接必要な経費である扶助費は、

国の法律に基づいて支出するものと、地方公共団体が住民福祉の増進を図るため、

独自の施策において支出するものとがあります。 

    令和７年度までは、物価高騰対策などとしての臨時交付金を活用した事業の実施

により社会福祉費の大幅な増加があったものの、それ以降においても年少人口の減

少を超える高齢人口の増加などにより、令和 16 年度には 12 億 9,200 万円まで増加

すると推計しています。 

 

③ 公債費 

    学校や道路などの施設整備を行うために、市が国などから借り入れたお金（地方

債）の返済費用（元金と利子の合計）である公債費については、平成 18 年度は 22

億 3,600 万円で、その後は早期償還や借入の抑制により減少傾向でしたが、庁舎建

設や小中一貫校整備事業などの大型事業に係る償還額が増加し、ピークは令和 10

年度の 26 億 9,400 万円と推計しています。 

    元利償還金に対して交付税措置がない地方債についてはできる限り活用しないな

ど、利息の支払いを抑制して推計した結果、令和 16 年度には 17 億 9,400 万円まで

減少すると見込んでいます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併特例債 

合併特例債とは、合併した市町村が新しいまちづくりに必要な事業について、新都市建

設計画に基づき、借入することができる地方債です。事業費の95％を上限に借り入れする

ことができ、後年度において元利償還金の70％が普通交付税の基準財政需要額に算入され

ます。 

加東市の合併特例債（合併特例事業分）の発行限度額は 151 億 4,300 万円で、令和６年度

決算時点で発行上限まで達しました。 
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２ 投資的経費 
   その経費の支出の効果が道路や学校施設などの社会インフラ整備である固定的な資

本の形成に向けられる投資的経費は、公共施設等総合管理計画などに基づき、今後見

込まれる事業から推計しています。年度間の負担を平準化するため、公共施設等整備

基金などの基金を積極的に活用します。 

 

■投資的経費の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

（参考：年度別事業費及び財源内訳） 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

※ 基金繰入金は、公共施設等整備基金繰入金及び地域振興基金繰入金。 
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３ 維持補修費・物件費 
   市が管理する公共用または公用施設等の効用を維持するための費用である維持補修

費は、施設等の老朽化が進めば増加するため、令和16年度には1億8,200万円と推計し

ています。 

また、人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的費用（支出の効果が単年度

または極めて短期間で終わるもの）である物件費については、物価高騰による経費の

増を踏まえ、令和16年度には31億7,800万円と推計しています。 

 

■維持補修費・物件費の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

４ 補助費等 

   一部事務組合負担金及び水道事業等の企業会計への補助金である補助費等について

は、令和11年度までは下水道事業会計への補助金の減などにより、減少するものと見

込んでいますが、令和12年度以降、新クリーンセンターに関する負担金や新産業団地

に関する企業立地奨励金により増加に転じ、令和16年度には35億9,600万円と推計し

ています。 

   ■補助費等の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

※ H18 には、下水道事業に係る額が含まれていない。 



- 12 - 

 

５ 積立金 
   令和６年度は臨時財政対策債の償還に充てるための地方交付税相当額を、令和１０

年度までは令和５年度及び令和６年度に発行したひょうごグリーン県民債について協

定に基づき減債基金を積み立てるものです。 

 

■積立金の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

６ 繰出金 
   医療や介護に係る費用が年々増加する見込みのため、国民健康保険特別会計や介護

保険保険事業特別会計など特別会計への繰出金については、今後も徐々に増加し、令

和16年度には16億9,000万円と推計しています。 

   なお、今後の医療費や介護給付費等の伸びによっては、更に増大することも考えら

れます。 

 

■繰出金の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

※ H18 は、下水道事業に係る額 15 億 8,600 万円が含まれている。  
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Ⅳ 基金・市債 
 
  基金については、平成 18 年度の残高は 46 億 4,500 万円でしたが、財政運営に支障を

来すことがないよう、これまで積極的に積立を行ってきました。小中一貫校整備などに

公共施設等整備基金などを活用することで減少し、令和６年度には 122 億 7,100 万円と

なりました。今後も、公共施設等整備基金の活用や収支不足を補うために財政調整基金

を取り崩すことにより減少し、令和 16 年度では 33 億 9,100 万円になると試算していま

す。 

  市債については、借入れを抑制することなどから、令和 16 年度は 148 億 8,000 万円

と推計しています。なお、臨時財政対策債を除いた残高は、令和 16 年度で 135 億

4,800 万円となります。 

   

■基金残高・市債残高の推移 
（単位：百万円）

 
※ H18とR4～R6は決算額、R7は決算見込額、R8～R16は推計額。 
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Ⅴ 実質公債費比率 
 

  地方公共団体の実質的な公債費の大きさを、財政規模に対する割合で表したものであ

る実質公債費比率は、平成 18 年度が 18.2％であったことから財政の健全化を進めてき

ました。その結果、比率は大きく改善し、令和６年度の実質公債費比率は 6.3％となり

ました。 

今後は、公債費に充当する下水道事業への繰出金の減により徐々に下降しますが、令

和９年度の 5.2％を境として、その後は小中一貫校整備事業に伴う償還金の増などによ

り再び上昇していくものと試算しています。 

 

■実質公債費比率の推移 
（単位：％）

  
※ H18 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

実質公債費比率 

実質公債費比率とは、地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経

常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずる

ものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当された

ものの占める割合で、前３年度の平均値を使用します。 

地方債協議制度の下では、18％以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要となりま

す。さらに、25％以上の団体は単独事業に係る地方債が制限され、35％以上の団体は、こ

れらに加えて一部の一般公共事業債についても制限されることとなります。 
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Ⅵ 将来負担比率 
 

  地方公共団体が抱えている負債（地方債など）の大きさを、財政規模に対する割合で

表したものである将来負担比率は、平成 19 年度には 109.6％でしたが、公営企業債等

繰入見込額の減少や充当可能基金の増加などにより年々改善し、平成 23 年度以降はマ

イナス（将来負担比率なし）を推移しており、令和６年度はマイナス 48.5％となりま

した。 

  今後は、大型事業に伴う負担額の増加や基金などの充当可能財源の減少により上昇

し、令和 16 年度は 47.1％と見込んでいます。 

 

■将来負担比率の推移 
（単位：％）

 
※ H19 と R4～R6 は決算額、R7 は決算見込額、R8～R16 は推計額。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来負担比率 

将来負担比率とは、地方債など地方自治体が将来負担する負債全体から、基金や特定財

源など充当可能な財源を差し引いた実質的な将来負担額が標準財政規模に占める割合で

す。比率がマイナスの場合、将来負担比率はなしということになります。 

比率が早期健全化基準の350％を超えると早期健全化団体となり、早期に基準を下回る

よう「財政健全化計画」を定めなければなりません。 



- 16 - 

 

Ⅶ 財政計画（普通会計一般財源ベース）
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財政計画（普通会計一般財源ベース）【前年度計画との差額】 

 


